




②相談対応強化事業【基本事業名：14302 消費者被害の救済、適正な取引の確保】 

予算額：(27)２２，８３２千円  →  (28)２２，９３４千円 

事業概要：県消費生活センターに消費生活相談員を配置するとともにその資質の向上を図り、消費者か

らの消費生活相談に対応し、解決方法などの助言やあっせん、情報提供を行います。また、

多重債務に関する相談には、多重債務者相談連携システムを活用して適切に対応します。 

 

③事業者指導事業【基本事業名：14302 消費者被害の救済、適正な取引の確保】 

予算額：(27) ５，４７２千円  →  (28)５，４９１千円 

事業概要：適正な商取引、商品表示等が行われるよう、関係部局、関係機関、他県とも連携し、「特定

商取引に関する法律」や「不当景品類及び不当表示防止法」に基づいて、事業者指導を行い

ます。 

 


